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第６章 幼稚園教育・学校教育 

１ 幼稚園教育・学校教育の振興と充実 

確かな学力を身に付け、グローバルな視点で主体的に未来を創る子どもの育成 

学力向上 

① 「授業力ＵＰ５★＊1」を活用した授業改善 

基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させるとともに、体験活動等を通

じ、こども同士で、あるいは多様な他者と協働しながら課題の発見やその解

決に向けた主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を一層推進す

る。 

② ＩＣＴを活用した学びの促進 

 端末活用による「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を促進す

るとともに、体験的活動の充実など、リアルとデジタルを融合した授業づく

りに取り組む。 

③ 学力×ＩＣＴプロジェクト会議を通した市内共通取組の推進 

 教育委員会事務局と小中学校長代表で構成するプロジェクト会議を実施し、

市全体の学力向上に向けた方針及び共通取組について協議・発信し、成果や

課題を市内全体に還流する。 
＊1授業力ＵＰ５★：市独自で、授業改善のための５つの視点を示したもの。 

教育ⅮＸの推進 

① 情報活用能力の育成 

児童生徒の情報活用能力の育成を図るために、｢鈴鹿市版 情報活用能力体系

表｣の活用、教職員対象の研修講座の充実、指導主事＊２による指導助言、各中

学校区での教職員の主体的な取組による推進体制づくりを進め、ＩＣＴを活

用した教育活動の充実を図る。 

② 情報モラル教育の充実 

端末の日常的な活用を一層推進することを前提として、保護者の理解・協力

を得て、発達の段階に応じた情報モラル教育の充実を図る。 
＊２指導主事：学校の営む教育活動自体の適正・活発な進行を促進するため、校

長や教員に助言と指導を与えることを職務として教育委員会事務局におかれ

る職。教育課程、学習指導、教材、学校の組織編制その他学校教育の専門的

事項の指導を行う職務。 

英語教育 

① 「CAN－DOリスト＊３」を踏まえた英語教育の推進 

 「言語を用いて何ができるようになるか」という観点から、「聞くこと」「読

むこと」「話すこと（やり取り・発表）」「書くこと」の４技能５領域の力を総

合的に育成するため、面接、エッセー、スピーチ等の各種パフォーマンステ

スト＊４を適切に実施することにより、児童生徒の達成状況を把握するととも

に、言語活動を充実させた授業改善を推進する。 

② ＩＣＴを活用した新たな学びの創造 

 ＩＣＴを活用した特色ある教育活動として英語学習を推進し、学習者用デジ

タル教科書と従来の紙教科書の併用や、学校外とのオンラインによる遠隔交

流など、生きた英語力を育むための実践的な取組を推進する。 
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③ 外国語指導助手の活用 

児童生徒に「生きた英語」の提供や、日常的に即興で伝え合う活動など、「英

語によるコミュニケーション」中心の学習を行うため、外国語指導助手の効

果的な活用を図る。 
＊３ＣＡＮ－ＤＯリスト：学習指導要領に基づき、生徒に求められる英語力を達

成するための学習到達目標をリストにしたもの。 

＊４パフォーマンステスト：英語の知識量を測定するのではなく、英語を用いて

実際に話したり、書いたりする実践的技能がどの程度身に付いているのかを

測定するために実施するテスト。 

読書活動 

① 不読率＊５の低減 

 こどもたちが日常から本に親しむことができるように読書活動の推進を図る

とともに、学校図書館担当者及び司書教諭、学校図書館巡回指導員＊６、図書

ボランティア等と連携して、学校図書館を活用した取組の充実を図る。 

② デジタル社会に対応した読書環境の整備 

 言語能力や情報活用能力を育むとともに、多様なこどもたちの読書機会の確

保や、非常時における図書等への継続的なアクセスを可能とするため、こど

もたちの健康や発達段階等に配慮しつつ、電子書籍等の利用など、学校図書

館のＤＸを進める。 

③ 多様なこどもたちの読書機会の確保 

 全てのこどもたちの可能性を引き出すために、読書バリアフリー法＊７を踏ま

えた視覚障がい者等が利用しやすい書籍の充実や、日本語能力に応じた支援

を必要とする児童生徒のための多言語図書等の読書環境の整備を行い、読書

機会の確保に取り組む。 

④ こどもの視点に立った読書活動の推進 

 こどもたちが主体的に学んだり、楽しんだりするために、自発的な読書活動

や学校図書館の活用に取り組む。そのため、こどもの意見を聴取する機会を

確保するとともに、図書委員等のこどもが学校図書館の運営に主体的に関わ

る活動を推進する。 

⑤ 鈴鹿市立図書館との連携 

市立図書館からの本の貸出、社会見学、市立図書館主催のイベントへの参加

等を通じた連携を図り、こどもたちが図書館や本をより身近に感じられる取

組を推進する。 

＊５不読率：１か月間に一冊も本を読まないこどもの割合。 

＊６学校図書館巡回指導員：学校図書館を活性化させ、こどもたちの読書活動や

学習活動及び図書館運営を支援するために、小中学校を巡回し指導する図書

館司書、図書館司書補、司書教諭の資格等をもつ指導員。 

＊７読書バリアフリー法：文部科学省が 2019（令和元）年６月に策定し、障が

いの有無に関わらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢

を享受することができる社会の実現に向けて、視覚障がい者等の読書環境の

整備を推進するための法律。 
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就学前からの 

一貫した学びの 

充実 

① 円滑な接続に向けた連携強化 

小学校中学年以上における一部教科担任制及び小学校児童と幼稚園園児との

交流等を行う。 

② 中学校区等における研修体制づくりの推進 

教育の質的向上を図るために、各種研修会や公開授業等において、中学校区

を基本とした研修体制づくりを行う。また、幼児教育と小学校教育の円滑な

接続のため、「鈴鹿市版架け橋プログラム」を活用する。 

③ 小中一貫教育の実践 

「鈴鹿市幼小中一貫教育ガイドライン」を基に、中学校区を中心とした実践

を進める。 

キャリア教育 

及び主権者教育 

① キャリア教育の充実 

「鈴鹿市版キャリア・パスポート＊８」を活用し、自身の変容や成長を自己評

価できる機会を計画的に設ける。また、中学校での「職場体験学習」や地域

団体の出前講座等を通して、望ましい労働観や職業観の育成を図るなど、主

体的に進路を選択決定する態度や意思、意欲等を培う教育の充実を図る。 

② 主権者教育の充実 

国や社会の問題を自分の問題として捉え、主体的に考え、判断し、行動して

いく主権者を育成するために、社会科や総合的な学習の時間を中心に、地域

の諸課題について考える学習の充実を図る。また、こども議会（会議）の取

組を通して、市政の仕組みと議会等の活動に関心を高めたりする等、将来、

有権者となるこどもたちの政治意識を高める活動の充実を図る。 

＊８鈴鹿市版キャリア・パスポート：児童生徒が、小学校から高等学校までのキ

ャリア教育に関わる諸活動について、自らの学習状況やキャリア形成を見通

したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるように工

夫されたファイル。 

自ら学ぶこども 

の育成 

① こどもが自ら学ぼうとする学習の創造 

・ＳＴＥＡＭ教育につながる教科等横断的な学習や探究的な学習（地域の課題

などから、こどもが自分でテーマを決めて調べ、話し合い、解決していく学

習活動）などを通じ、協働しながら主体的に学ぶ学習活動を推進する。 

・こどもたちの能動的な学びを支援するために、在籍する学校や教職員の経験

に左右されないよう、各校園におけるＯＪＴの活性化や、学力向上支援員・

指導主事・指導教諭＊９による指導・助言等の充実を図る。 

・こどもたちの学びを充実させるため、教職員の授業観の転換を図る。そのた

めに、教職員もそれぞれの経験年数や職種に応じて、最新情報を含め、自律

的・継続的に学び続けることにより、自らの資質・能力の向上を図り、日々

の教育活動に生かす。 

・こどもたちが自ら問題を発見・解決したり、自分の考えを形成したりする過

程で、ＩＣＴを適切・効果的に使いこなせるよう、教職員のＩＣＴ活用指導

力の向上を図る。その方法として、従来の集合型だけでなく、放課後の短時

間オンライン研修やハイブリッド型・動画視聴型との併用など、ＩＣＴを有
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効活用した研修を実施する。 

＊９指導教諭：児童生徒の教育をつかさどり、並びに他の教諭等への教育指導の

改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う職務。 

 

 

自己肯定感を高め、多様性を認め合う子どもの育成 

特別支援教育 

① 途切れのない支援体制の充実 

途切れのない支援を行うために、特別支援教育コーディネーター＊10を中心に、

５歳児健診後のフォロー等、学校・幼稚園・保育所及び「すずっこスクエア＊

11」などと連携し、より一層の引継体制の充実を図る。また、「個別の教育支

援計画」や「個別の指導計画」を含む「すずっこファイル」を作成するとと

もに、進学や転学時・進級時の引継や、継続的な支援などにおいて活用を進

める。さらに、特別支援教育に関する教員の専門性の向上を図るため、研修

会等を計画的に実施する。 

② 通級による指導の充実 

通級指導教室＊12 における巡回指導＊13、アウトリーチ＊14 の取組を推進し、個

に応じた適切な支援を講じ、学習面及び生活面で困り感を抱える児童生徒の

状況改善を図る。 

③ 特別支援教育プロジェクト会議による方向性の検討 

本市の特別支援教育の充実に向けて、教育委員会事務局や大学教授、小中学

校長で協議を行う。特別支援教育を推進するよりよい方法を検討し、市内小

中学校で実践する。 

④ 特別支援学校や関係機関と連携した教育 

・特別支援学校や関係機関と連携し、児童生徒の実態に応じた教育課程の編成

を進める。 

・関係機関の助言を基に、個々のニーズに応じたよりよい支援を検討し、通常

学級、特別支援学級等それぞれの学びの場における、支援の充実を図る。 

・医療的ケア児について、医療的ケア運営協議会を開催し、医療、保育、教育

を担当する機関が緊密な連携を図り、就学後の円滑な医療的ケアの実施につ

なげる。 
＊10 特別支援教育コーディネーター：各学校における特別支援教育の推進のた

め、主に校内委員会・校内研修の企画・運営、関係機関・学校との連絡・調

整、また保護者からの相談窓口などの役割を担う者。 

＊11すずっこスクエア：2019（令和元）年に開設された、集団へのなじみにくさ

や苦手さなど、何らかの課題や心配を持つこどもとその保護者の相談を受け

たり、こどもの特性に応じたサポートを一緒に考えたりする、本市独自の相

談機関。 
＊12通級指導教室：通常の学級に在籍している障がいのある児童生徒に対して、

一部の授業について、当該児童生徒の障がいに応じた特別の指導を行う場。
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鈴鹿市では、言語通級指導教室、発達障がい等通級指導教室を設置。 
＊13巡回指導：通級指導教室担当者が対象の児童生徒の在籍する学校へ巡回して

指導を行うこと。 

＊14アウトリーチ：通級指導教室担当者が通級による指導を受ける児童生徒の在

籍校を訪問し、情報収集を行ったり、担任との連携を深めたりすること。 

道徳教育 

① 道徳科の授業改善 

道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的

に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を進める。特に、児童生

徒の主体的・対話的で深い学びの実現のため、担当者会議等も含めた公開授

業の積極的な実施により、好実践の共有に努め「考え、議論する道徳」をめ

ざす授業改善を行う。 

② 学校教育活動全体を通じた道徳教育の推進 

道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てるため、道徳教育推進教師＊15

を中心とした校内指導体制を機能させるとともに、家庭・地域とも連携し、「特

別の教科 道徳」を要として、学校教育活動全体を通じた道徳教育を行う。 
＊15道徳教育推進教師：校長の方針の下に、道徳教育の推進を主に担当する教師。 

 

 

心身の健康を自ら育み、豊かな感性を身に付けたこどもの育成 

心身の健康と 

食に関する教育 

① 日常的な体育活動の推進 

幼児の体力向上実践プログラムや児童生徒の全国体力・運動能力、運動習慣

等調査の結果分析を基に、授業改善や体力向上に向けた日常的な体育活動に

取り組む。 

② 健康課題を解決するための取組の推進 

外部指導者を活用した健康教育出前講座や小中学校における教科指導、保健

だよりの発行などにより、疾病予防や生活習慣病対策の啓発、性や薬物乱用

などに関する理解の深化に取り組む。 

③ 食育の推進 

栄養教諭等と食育担当者が中心となり、家庭、地域との連携による食育を推

進する。 

文化・芸術活動 

① 芸術活動の推進 

地域や関係団体等と連携し、美術作品展や科学作品展、書写展、音楽会など

を実施することにより、芸術活動の発表の場を充実させる。 

② 「未来応援人」の活用推進 

文化・芸術及び伝統文化や生活文化等を計画的・継続的に体験できる機会を

提供するとともに、学校・園の要請に応じた講師を派遣する。 

③ ＩＣＴを活用した文化・芸術教育の充実 

中学校区での文化・芸術活動の交流を推進する。 
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家庭・地域とともに子どもの成長を支える教育環境づくりの推進 

休日の部活動 

地域移行 

① 地域移行に向けた調査研究 

他市町の好事例の共有を図るとともに、市内の中学校に設置されている部活動

の代表教員との意見交換や競技団体との協議を行い、地域連携や地域クラブ活

動への移行に向けた環境の一体的な整備を進める。 

② モデル事業の実施 

地域移行に向けた調査研究を受け、実施可能な種目からモデル事業として取り

組み、成果と課題を整理し、事業拡大につながるよう取り組む。 

③ 体制の構築 

「部活動の地域移行に関する協議会」での意見や、モデル事業の結果を踏まえ

て、環境の整備に向けた体制構築に取り組む。 

安全・安心の 

学校づくり 

① 交通安全、防犯、防災・減災教育の充実 

・「交通安全教室」や「連れ去り防止訓練」「不審者侵入対応訓練」等に警察 

や関係団体と連携して取り組む。 

・児童生徒が自ら適切に判断し、主体的に行動する態度を育成するため、防災・

減災に関する意識や知識の向上を図り、座学・体験・訓練・講演、ＩＣＴ機器

の活用等様々な方法を取り入れた取組を推進するとともに、女川中学校との交

流を通じた防災・減災教育に取り組む。 

・発達段階に応じた実効性のある計画的・系統的な防災訓練を行う。 

② 家庭、地域及び関係機関などと連携した安全確保の推進 

青色回転灯等装備車によるパトロールの実施、安全安心ボランティアなどとの

連携、保護者や地域住民とともに行う防災教育、「鈴鹿市公式ＬＩＮＥ」シス

テムの活用などを行い、こどもたちを守る体制の整備を行う。 

③ 通学路の安全確保 

道路管理者や警察などの関係機関と連携し、鈴鹿市通学路交通安全プログラム
＊16に基づく通学路の合同点検や危険箇所の改善に取り組む。 
＊16 鈴鹿市通学路交通安全プログラム：本市の関係機関が連携して、通学路の安

全対策を図るための基本方針や年間活動計画などを定めたプログラム（2015

（平成 27）年３月策定）。 

郷土教育及び 

環境教育 

① 地域人材や社会教育施設等を活用した地域学習 

・地域の良さや歴史、文化、豊かな自然を学ぶため、地域の人材や社会教育施

設等を活用した体験学習を推進する。 

・伝統の継承やＳＤＧｓ、カーボンニュートラル＊17等の視点を取り入れなが

ら、地域の良さを発信したり、地域の抱える課題等について解決策を考え発

信したりするなどシビックプライドを涵養する地域学習に取り組む。 

② 地域教材の開発と活用 

こどもたちが地域の伝統や産業、自然環境を学び、理解を深め、誇りをもっ

て語れるようになるために、体系的に郷土の豊かな歴史文化を学び、郷土へ

の誇りと愛着を育むことができるような地域教材の授業活用案等を作成し、

郷土教育の充実を図る。 
＊17 カーボンニュートラル：温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理な

どによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。 
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２ 令和７年度研究主題一覧 

（１） 幼稚園 

園  名 研     究     主     題 

国 府 
感じ、考え、育ち合うこどもの育成 

～ 身近な環境と豊かにかかわり合える援助の工夫 ～ 

旭が丘 
すべての子どもたちが輝いていられる幼稚園をめざして 

～ 集団のなかで多様な子どもたちの育ちを保障するための教育的配慮とは ～ 

飯 野 
幼児期からの主体的・対話的で深い学びをつなぐ 

～ 連携・接続から学びの連続へ ～ 

玉 垣 
こどもの心が動く瞬間を豊かな体験に 

～ やりたい しりたい もっとやりたいを引き出し、共に創り出す保育 ～ 

神 戸 こどもの主体性を育む環境とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－37－ 

（２） 小学校 

校 名 研    究    主    題 教科・領域 

国 府 
ともに学ぶ楽しさを味わい、主体的に活動するこどもをめざして 

～ こどもから出発する授業 ～ 

国語科 
算数科 
全領域 

庄 野 自分の考えをわかりやすく伝え合い、ともに学び合う児童の育成 
全教科 
全領域 

加佐登 
主体的に対象と関わり、共に高め合う子どもの育成 

～ 複線型算数の授業を通して ～ 
算数科 

牧 田 
伝え合う力を高める「話すこと・聞くこと」の指導の工夫 

～ 対話的な学びを通して ～ 
国語科 

清 和 
自らの学びを調整できる子ども 

～ 学習者主体の授業を通して ～ 
算数科 

石薬師 
自ら学ぶ子ども、共に伸びる子どもの育成 

～ 非認知能力「やりぬく力」を発揮する学びのデザイン ～ 

国語科 
算数科 
理科 

白 子  自他を認め合い、互いの思いを大切にできる子 
全教科 
全領域 

鼓ヶ浦 
自ら考え、学びあう子どもの育成 

～ 伝えあうよさを実感できる授業づくりを目指して ～ 
国語科 

旭が丘 
生きて働く言葉の力の育成 

～ 向き合う 味わう 楽しむ ～ 
国語科 

桜 島 自ら思いや疑問をもち、実現・解決する子の育成 

算数科 
理科 
体育科 

特別支援教
育 

愛 宕 
主体的に学び、考えを伝えあうこどもの育成 

～ 協働的な活動を通して ～ 
算数科 

稲 生 
自ら問いをもち、学び続ける子どもをめざして 

～ 地域に学ぶ生活科・総合的な学習の時間を通して ～ 

生活科 
総合的な 
学習の時間 

飯 野 
主体的に学習に取り組み、仲間とともに学び合う子を育成する授業つくり 

～ 確かな学力の育成を目指して ～ 
算数科 

明 生 自ら学び、聴き合い深め合う子どもをめざして 
全教科 
全領域 
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河 曲 
自ら考え、学び続ける子の育成 

～ 一人ひとりが自分の考えをもち、伝え合い、学び合う授業を通して ～ 
国語科 

一ノ宮 
「思いや考えを聴き合い、学びとつながりを深める子どもの育成」 

～ 対話によって学びが深まる授業づくり ～ 
算数科 

長 太 
みんなで授業をつくる 

～ 自分の考えをもち、自分のことばで伝え合い、ともに学び続ける子 ～ 

全教科 
全領域 

箕 田 
対話を通して、学びを深め合う子どもの育成 

～ 子どもも教師も対話から得る楽しい学びを目指して ～ 
算数科 

若 松 自ら考え、豊かな関わりの中でともに学び合う子の育成 算数科 

玉 垣 
自ら問いをもち、主体的に問題解決に取り組む子どもの育成 

～ 非認知能力の観点を大切にして ～ 

生活科 
総合的な学
習の時間 

神 戸 
主体的に学びに向かう子の育成 

～ 自分の考えを伝え合う対話的な活動を通して ～ 
全教科 

合 川 
自ら学び続けるこどもの育成 

～ つながりを意識した探究的な学習を通して ～ 

生活科 

総合的な学

習の時間 

天 名 
自ら学び続けるこどもの育成 

～ 未来を切り拓く天栄のこども ～ 
全教科 
全領域 

栄 
自ら学び続けるこどもの育成 

～ 未来を切り拓く天栄のこども ～ 
全教科 
全領域 

郡 山 
自ら学び続けるこどもの育成 

～ 考えを伝え合い、ともに学び合う授業づくりを通して ～ 
全教科 
全領域 

鈴 西 対話を通して、主体的に粘り強く課題に向かい解決していく子の育成 算数科 

椿 自他を認め、安心して学び合えるなかまづくり 国語科 

深伊沢 人とのかかわりを大切にし、主体的に学び続けるこどもの育成 
全教科 
全領域 

庄 内 
自分の思いや考えを大切にし、進んで伝え合う子の育成 

～ 相手意識・目的意識を持った主体的な伝え合いをめざして ～ 
国語科 

井田川 
聴き合い、伝え合い、主体的に学ぶ子どもをめざして 

～「わかる！」授業づくりと安心して学び合える学級集団づくりを 

通して ～ 

算数科 
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（３） 中学校 

校 名 研    究    主    題 領 域 

平田野 
「学び合い」から互いを認め合い、生きる力をもつ生徒の育成 

～ 探究のプロセスを活用して ～ 
全領域 

創 徳 
一人ひとりの学びを保障する 

～ 生徒主体の複線型授業を通して ～ 
全教科 
全領域 

白 鳥 
互いに支え合い、ともに高め合い、活動できる生徒の育成 

～ 違いを認め合い、つながりを大切にする関係をめざして ～ 
全教科 
全領域 

神 戸 
Heartful 神中 

～ 安心できる学校、夢中になれる授業を目指して ～ 
全教科 
全領域 

大 木 
自ら学び、つながりあう生徒の育成 

～「教員と生徒による見通しの共有」と 
「探究のプロセスに沿った複線型授業」を通して ～ 

全教科 
全領域 

千代崎 
「対話」を軸とした学びの深化 

～「個別最適な学び」と「協働的な学び」による、深い学びの実現と 
系統的な教育の推進 ～ 

全教科 
全領域 

白 子 互いに認め合い、主体的に学ぶ生徒の育成 全教科 

鼓ヶ浦 
自ら学ぶ魅力的な授業の創造 

～ 学び合いと複線型授業の一体型を目指して ～ 
全領域 

天 栄 つながりを大切にして、自ら学び続ける子どもの育成 全領域 

鈴 峰 
自ら学ぶことのできる生徒の育成のための指導の工夫 
～ 探究のプロセスと教科の見方・考え方を通して ～ 

授業を中心と
したすべての
教育活動 
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３ 研究委託校(園) 

（１） 鈴鹿市教育研究会研究委託校(園)・研究指定校(園) 

① 令和６・７年度  [令和７年度発表校(園)］  
 

校(園)名 研    究    主    題 
教 科 
領 域 

発 表 日 

小 

学 

校 

石薬師 
自ら学ぶ子ども、共に伸びる子どもの育成 

～非認知能力「やりぬく力」を発揮する学びのデザイン～ 

国語科 

算数科 

理科 

11/27 

(木) 

愛宕 
主体的に学び、考えを伝えあうこどもの育成 

～協働的な活動を通して～ 
算数科 

10/17 

(金) 

中

学

校 

大木 

自ら学び、つながりあう生徒の育成 

～「教員と生徒による見通しの共有」と 

「探究のプロセスに沿った複線型授業」を通して～ 

全教科・ 

全領域 

11/21 

(金) 

 

② 令和７・８年度  [令和８年度発表校(園)］ 

 

 
校(園)名 研    究    主    題 

教 科 
領 域 

幼
稚
園 

飯野 

幼児期からの主体的・対話的で深い学びをつなぐ 

～連携・接続から学びの連続へ～ 

※令和７年度に発表 

全領域 
発表日 

11/11（火） 

小 

学 
校 

桜島 自ら思いや疑問をもち、実現・解決する子の育成 
算数科・理科・体育科・

特別支援教育 

箕田 
対話を通して、学びを深め合う子どもの育成 

～子どもも教師も対話から得る楽しい学びを目指して～ 
算数科 

中

学

校 

鈴峰 
自ら学ぶことのできる生徒の育成のための指導の工夫 

～探究のプロセスと教科の見方・考え方を通して～ 

授業を中心としたすべ

ての教育活動 

 

（２） 文部科学省・三重県教育委員会研究委託校 

名          称 指定年度 校  名 

令和７年度地域と学校の連携・協働体制構築事業 令和７年度 全小中学校 

令和７年度子どもたちの自己肯定感を涵養する授

業づくり支援事業 
令和７年度 白子中学校 

令和７年度ＩＣＴの効果的な活用で創る新しい学

びプロジェクト 
令和７年度 

鈴峰中学校 

深伊沢小学校 
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令和７年度リーディングⅮＸスクール事業 令和７年度 天栄中学校区 

令和７年度道徳教育総合支援事業（道徳教育アドバ

イザー派遣） 
令和７年度 創徳中学校 
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４ 特別支援教育 

 

障がいのあるこどもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立

ち、こども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困

難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。 

 

また、全てのこどもたちが、地域で共に生活し、共に学ぶ、より包括的な教育としての

「インクルーシブ教育」の考えのもと、関係機関が連携を図りながら、その時点で最も適

切な指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することにより、就学前から卒業まで

の切れ目のない総合的な支援の充実を図る。 

 

さらに、こどもがあらゆる教育の場で、一貫した適切な指導や支援を受けられ、こども

とともに保護者が総合的な相談・支援を受けられるよう、教育環境の整備の充実を図る。 

 

（１） 各学校における特別支援教育を行うための体制整備 

① 特別支援教育に関する校内支援委員会の設置 

校長のリーダーシップのもと、教頭、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、

対象児童生徒の学級担任、特別支援学級担任、支援員、介助員等で構成し、「すずっ

こファイル」を活用しながら、対象児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行う。 

 また、学校が組織として機能するよう多様な機会をとらえて情報共有を行う。 

 

② 「すずっこファイル」の活用 

特別な支援を必要とするこどもたちに対して、切れ目のない支

援を推進するため、保護者へ「母子健康手帳」の交付の際に「す

ずっこファイル」を配布し、「すずっこファイル」の有効活用を進

める。「すずっこファイル」は、生まれた時からのこどもの成長の

経過や支援内容等を記録することができる。そして、小中学校に

入り、支援を必要とするこどもには、これまでと同様に一貫した

継続的な支援を図るため、「個別の教育支援計画」や「個別の指導

計画」などを作成し、円滑かつ確実な引継ぎに活用していく。 

 

③ 特別支援教育コーディネーターの活用 

特別支援教育を推進するために、保護者や校内職員、関係機関との連携の役割を

担う、特別支援教育コーディネーターを各校に配置している。 

 

④ 教員の専門性の向上 

特別な支援を必要とする幼児児童生徒への教育支援の在り方についてや、特別支

援教育コーディネーター及び特別支援学級担任等をはじめ校内全体の資質向上のた
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めの研修等を開催し、教員の専門性の向上を図る。 

また、各校から市や県が主催する研修講座へ積極的に参加し、その内容を校内で

フィードバックすることで、教員の特別支援教育への理解を深める。 

 

（２） 教育委員会における支援 

① 特別支援学級の現状 

本年度、小学校では知的障がい学級 54、自閉症・情緒障がい学級 52、肢体不自由

学級６、病弱学級２、難聴学級２で、計 116学級、中学校では知的障がい学級 23、

自閉症・情緒障がい学級 18、肢体不自由学級２、難聴学級２、弱視学級１で、計

46学級を設置している。 

 

② 通級による指導の充実 

児童生徒の在籍校や専門機関との連携のもと、それぞれのニーズに応じて、個別指

導や保護者との相談等を行う。本年度は、言語通級指導教室（３校）、発達障がい等

通級指導教室（９校）を設置している。送迎手段がなく指導を受けられない児童生徒

のために巡回指導を行ったり、通級で学んだことを児童生徒が在籍校でより一層生か

すためにアウトリーチを行ったりする等、環境を整備している。 

新規に通級指導教室が設置された際に、円滑に運営できるよう作成した「発達障

がい等通級指導教室新設マニュアル」を活用する。 

 

③ 「特別支援教育コーディネーター会議」の開催  

保育所、幼稚園及び学校による「特別支援教育コーディネーター会議」を開催し、

学校（幼稚園・保育所）が抱える問題や現状を出し合いながら、よりよい学校（幼

稚園・保育所）内の支援体制の在り方を検討・研修する。 

年に１回、私立幼稚園・私立保育園・認定こども園も参加し、中学校区交流会に

おいて、効果的な支援方法等の検討・交流を行っている。 

 

④ 「特別支援教育プロジェクト会議」の開催 

本市の特別支援教育の充実に向けて、大学教授や校長等で構成されるプロジェク

ト会議を開催し、特別支援教育の推進に向けた、より良い方策等を検討し、全小中

学校で実践する。 

 

⑤ 特別支援学校のセンター的機能の活用 

一人ひとりのこどもたちに合わせた適切な支援を行うために、県立特別支援学校が

実施している教育相談等を積極的に活用する。 

    

   ⑥ 「医療的ケア運営協議会」の開催 

 医療、保育、教育を担当する機関が緊密な連携を図り、就学後の円滑な医療的ケア

の充実につなげるために、医療的ケア運営協議会を開催し、ガイドラインに沿った運
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営の検証、災害時の対応等についての協議等を行う。 

 

（３） こども政策部における支援 

①  ５歳児健診や健診後フォロー及び就学後フォローの実施 

市内全ての満５歳児を対象に、集団適応に課題を抱える児童の早期発見、早期支援

のための健診を実施する。健診後は、在籍する幼稚園・保育所（園）や学校を訪問し、

健診後フォローや就学後フォローを実施する。 

 

② 「引継ぎ支援会議」の開催及び「引継ぎフォロー」の実施  

在宅（発達支援事業所への通所児童含む）から幼稚園・保育所（園）へ、在宅や幼

稚園・保育所（園）から小学校へ、小学校から中学校へなど、在籍機関が変わる時に、

保護者や関係機関が参加し、以前の支援を引き継いでいくための会議（「引継ぎ支援

会議」）を実施する。また、「引継ぎ支援会議」を実施したこどもが就学・進学した学

校を訪問し、支援のための観察を行い、「引継ぎフォロー」を実施する。 

 

③ 保護者や児童への支援  

「すずっこスクエア」で、集団への馴染みにくさや苦手さなど、何らかの課題や心

配をもつ児童と保護者の相談にのったり、児童の特性に応じたサポートをともに考え

たりする。 

 

④ 巡回相談の実施 

臨床心理士等を要請に応じて、学校、保育所（園）、幼稚園、認定こども園等に派

遣し、特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒のアセスメントや指導内容・支援方

法に関する助言等を行い、学校、保育所（園）、幼稚園、認定こども園等における特

別支援教育の充実を図る。 

 

⑤ 就学支援委員会  

就学支援委員会は、支援を要する幼児児童生徒が小中学校等に就学・進学するにあ

たって、その能力や可能性を伸ばし、社会参加や自立を可能な限り実現するための適

切な就学判定を行う。（就学支援委員会は、医師、児童福祉施設等職員、県立特別支

援学校教員及び市内小中学校教員、指導主事、その他委員会が必要と認める機関の職

員で構成される。） 
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教育委員会事務局とこども政策部の連携による 

特別支援教育の推進 
 

 

 

・特別支援教育に係る課題や改善方法の検討 

・今後の特別支援教育の方向性を示す 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 配慮が必要なこどもたちへ、よりよく切れ目のない支援をするために、教育委員会事務

局とこども政策部が連携して対応する。 

・コーディネーターを核とした、校（園）内

体制づくり 

・一人ひとりに応じたケース会議の実施 

・「すずっこファイル」の作成、活用 

・学籍・人的配置に関する事務 

・通級に係る送迎費補助等の事務 

・生徒指導（いじめ、暴力 等） 

・人権教育 

・不登校支援 

・外国人児童生徒等支援 

（適応支援、就学・進学支援、通訳 

等） 

・県スクールカウンセラー・県スク

ールソーシャルワーカー・県生徒

指導特別指導員の派遣 

 

教育委員会事務局 

教育支援課 

学校教育課 

教育指導課 

学校・保育所（園）・幼稚園 

認定こども園等 

こども 
保護者 こども家庭支援課 

（子ども家庭総合支援拠点） 

＜総合窓口・福祉的施策＞ 

・児童虐待対応、養育相談 

・教育相談（登校渋り、集団への馴染みにく

さ等） 

・通級指導教室希望者へのアセスメント 

・臨床心理士、有識者や専門機関との連携や

活用 

・就学支援委員会事務局 

・５歳児健診の実施と健診後のフォロー・就

学後フォローの実施 

・引継ぎ支援会議・引継ぎ後フォローの実施 

特別支援教育プロジェクト会議 
  

 アドバイザー 

（有識者） 

・特別支援教育に関する事例収集 

・校（園）内研修での指導助言 

・教育課程に関する指導・事務 

・通級指導に関する事務、巡回指導・

アウトリーチの推進 

・特別支援教育コーディネーター会

議、通級指導教室担当者会、医療的

ケア運営協議会の開催 

・教職員研修会の開催 

・「すずっこファイル」の推進 
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５ 教育研究・教職員研修 

鈴鹿の教育の質の向上を図るため、教育に関する調査研究、教材開発、教職員研修、

教育情報の収集・提供等の事業を行う。 

 

（１） 教育研究・教材開発 

鈴鹿市の教育課題を把握・分析し、本市の重点教育課題に対応した研究及び教材開

発を行う。 

① 全国学力・学習状況調査を活用した調査・分析を行う。 

② 調査研究を基に、教育実践に役立つ教育資料を作成し、鈴鹿市教育委員会事務局

特設サイトを通じて市内教職員に周知、共有する。 

【令和７年度調査研究テーマ】 

「深い学び」の実現へ向けた授業づくり 

「ふるさと・鈴鹿市の誇りと愛着を育む授業づくり 

 ～【こどもが輝き 人と文化を育むまち】の実現にむけて～」 

③ 調査研究報告会を開催する。 

（２） 教職員研修 

これからの時代の教職員に求められる資質・能力（教職員に必要な素養、学習指導

力、生徒指導力、特別な配慮や支援を必要とするこどもへの対応力、ICT や情報・教

育データの利活用力等）の向上を図るため、「研修履歴を活用した対話に基づく受講

奨励」を踏まえた、研修講座や教育講演会を開催する。 

① 研修講座の編成方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 若手教員育成、専門研修（教科等及び職務研修）、テーマ別教育課題研修、

管理職研修の４つの構成で研修講座を組む。 

● 研修内容に応じて、集合型やオンライン型、動画視聴型など多様な形態で

研修講座を企画する。 

・ 鈴鹿市の教育課題を把握し、その中で特に重点となる教育課題に対応し 

 た研修講座を計画的に実施する。 

・ 学校及び園における研修の充実に資する研修講座を行う。 

・ 若手教員育成のための研修講座の充実を図る。 

・ 今日的教育課題に即し管理職を対象とした研修講座の充実を図る。 

・ 教育委員会事務局だけでなく、地域医療推進課やこども家庭支援課等と

も連携し、研修講座を企画する。 
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②  研修体系 

教職生活全体を通じて学び続ける教職員を継続的に支援するため、教職員がそれ

ぞれのライフステージや職務に応じた、高度な専門知識、実践的指導力、人間力を

高めることができる研修を実施する。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全５０講座 

 

 

 

 

 

●授業力向上研修会（2 回）  
●学級づくり 

【教科等研修】 
●国語  ●算数 
●理科  ●外国語 

【職務研修】 
●教職員コンプライアンス 
●アンガーマネジメント 
●情報セキュリティ 

 
●ICT活用（７回） 
●特別支援教育 
●キャリア教育 
●授業力向上（３回） 
●幼児教育 
●人権教育（５回） 
●不登校支援 
●生徒指導 
●日本語教育 
●SDGs 
●学校経営連続講座（４回） 

 
◇地域医療推進課共催 
●メンタルヘルス 

 
◇こども家庭支援課主催 

●教育相談研修会 
●特別支援教育研修会（基礎編） 
●児童虐待防止研修会（２回） 

 

●学校マネジメント（５回） 

●学校経営連続講座（４回） 

専 

門 

研 

修 

テ 

ー 
マ 
別 

教 

育 

課 

題 

研 

修 

若
手
教
員
育
成 

ス
テ
ー
ジ
Ⅰ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ス
テ
ー
ジ 

 

Ⅰ
～
Ⅳ 

管
理
職

研
修 

ライフステージ 

Ⅰ基礎形成期（初任～教職経験５年次） Ⅱ伸長期（教職経験６年次～10年次） 

Ⅲ充実期（教職経験 11年次～20年次） Ⅳ発展期（教職経験 21年次以降） 

管
理
職 

【令和 7 年度研修講座一覧】 
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③ 若手教員育成への支援 

○ 学力向上支援員による、経験年数５年以下教員の指導力向上に向けた指導・助

言 

  ○ 指導教諭等による公開授業研究会において、学級指導や授業力について助言 

④ 教育講演会（鈴教研全員学習会） 

 〇 全教職員及び一般を対象とした講演会の実施 

   令和７年度 

    演題：全ての人が輝ける社会に向けて 

    講師：夏目 浩次 氏（久遠チョコレート代表） 

    会場：鈴鹿市役所12階1203大会議室 及び 各所属校・園 

⑤ 鈴鹿市教育研究会との連絡調整 

 

（３） 教育情報の収集・提供 

教育図書・資料等の充実と教育サービスの一層の向上を図り、市内教職員の教育

活動を支援する。 

① 教育に関する情報の提供 

 【本年度、特に注力している発信内容】 

 ・１人１台端末を活用した個別最適で協働的な学びの授業実践 

 ・授業改善のポイント 等 

  ・デジタルを活用した校務改善 

 【発信方法】 

  ・鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課研究グループだより「研究×実践」 

  ・鈴鹿市教育委員会事務局特設サイト内 「ICTシェアサイト」 

  ・鈴鹿市教育委員会ウェブサイト 

② 教育資料の収集・保存、教育図書の貸出 

③ 市内外の研究発表会の情報の提供 

④ 教材、指導方法の相談 等 


